
大阪市立新東淀中学校 

 

 

学校教育にかかる費用のうち、学校の教育活動を通じてお子さまに直接還元されるものにかかる費

用は、学校徴収金として保護者様に負担いただいております。 

学校徴収金では、年間の学習計画にあわせて教育活動上必要となる教材等の購入を行います。個別

に購入するよりも一括で購入することによって費用を抑え、保護者様の経済的負担を軽減することを

目的としています。 
 

Ⅰ 会計及び金額 
 

学校徴収金の主な内訳および月額徴収額 
 

会 計 区 分 内   訳 事  例  等 令和６年度 1 年生の納入金額(例) 

生 徒 費 
教 材 費 

その他諸費 

補助教材・実験実習材料・ファイル・ 

スポーツ振興センター掛金など 
12,000 円 

積 立 金 
一泊移住費  

修学旅行費 

一泊移住（２年生で実施予定） 

修学旅行（３年生で実施予定） 
34,500 円 

 

１ 

年 

月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 合計 

生 徒 費 2,000 10,000 0 0 0 0 12,000 

１年積立金 8,500 0 10,000 8,000 8,000 0 34,500 

ＰＴＡ会費 0 0 0 0 0 4,800 4,800 

合      計 10,500 10,000 10,000 8,000 8,000 4,800 51,300 

※ 口座振替手数料として、別途１１円が必要になります。 

※ ご希望の方は、年間分を一括納入することも可能です。一括納入方法は、４月下旬にご案内します。 

※ ＰＴＡ会費として、年間４,８００円を徴収します。（12 ヶ月×400 円 PTA 規約第 5 章経理第 9 条） 

きょうだい関係がある場合は、上の学年の生徒から徴収します。 

※ 令和 7 年度の徴収金額や詳しい内容につきましては、４月下旬に『令和 7 年度 学校徴収金等予算書』

や毎月『口座振替のお知らせ』についてお子さまを通じて配付いたしますのでご確認ください。徴収金

額は、その年度によって多少の変更がありますのでご了承ください。 

Ⅱ 納入方法 

本校では、現金の紛失等による事故防止のため、銀行口座振替を行っています。 

 次の本校指定金融機関の窓口で、振替口座の登録手続きを行ってください。（手続き方法は P．8） 

ゆうちょ銀行はご使用いただけませんのでご注意ください。 

 

  ○指定金融機関○ 

池田泉州銀行    上新庄支店 Tel. 6328-2761 

                      淡路支店  Tel. 6322-9240 

              その他の支店  

   

*池田泉州銀行以外の金融機関はご使用いただけません。 

学 校 徴 収 金 に つ い て 

ご登録口座は口座振替だけでなく、

行事不参加による返金や、決算後の

返金、スポーツ振興センター医療給

付、就学援助費の支給にも利用しま

すので、必ずお手続きください。 



大阪市立新東淀中学校 

銀行口座振替の手続き方法 

 

１．保護者名義で口座を開設してください。 

（すでに池田泉州銀行の口座をお持ちの方は、その口座をご使用していただいて結構です。） 

 

２．同封の『預金口座振替依頼書』に記入例を参考にご記入ください。 

・４枚複写のため、記入の際はボールペンで強く記入してください。 

・４枚目（丁）の書類に 銀行印 に押印する箇所があります。 

 

３．記入後の『預金口座振替依頼書』を金融機関窓口にご提出ください。 

小学校で口座振替をご利用されていた場合やまた在校生にきょうだいがいる場合でも、「預金口 

座振替依頼書」を銀行窓口に提出し手続きが必要です。 

 

４．金融機関は口座の確認手続き後、１～３枚目を保護者の方に返却されます。１枚目の保護者控は

保護者様でご保管ください。２、３枚目を３月２５日（火）までに中学校へ提出してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 入 例 


